
中
尊
寺
糧
蔵
別
当
職
相
伝
系
譜
考

(
佐

々
木
)
 

一
七
八

中
尊
寺
経
蔵
別
当
職
相
伝
系
譜
考

佐

々
木

邦

麿

奥
州
藤
原
氏
と
平
泉
文
化
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
論
説
考
証
が
見
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
鎌
倉
幕
府
統
治
下
に
お
け
る
中
尊
寺
の
経
営
に
つ
い
て
、
特
に

経
蔵
別
当
職
相
承
次
第
と
そ
の
所
領
所
帯
相
続
の
事
情
を
、
現
存
す
る
中
尊
寺

文
書
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
一
々
吟
味
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

天
治
三
年

(
一
一
二
六
)
三
月
二
十
四
日
、
藤
原
清
衡
は
中
尊
寺
を
創
建
し

落
慶
供
養
の
盛
儀
を
執
行
す
る
と
、
翌
日
自
在
房
運
光
に
八
カ
年
に
及
ぶ
金
銀

泥
交
行

一
切
経
書
写
の
功
賞
と
し
て
経
蔵
別
当
職
に
補
任
し
た
。
現
高
野
山
所

蔵
の

「
中
尊
寺
経
」
奥
書
を
別
に
す
れ
ば
、
こ
の
補
任
状
案
文
が
中
尊
寺
文
書

中
、
供
養
願
文
の
日
時
に
次
い
で
最
も
初
期
の
も
の
で
あ
る

(現
存
の
「願
文
」

書
写
年
時
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
日
稿
を
改
め
て
考
証
す
る
)
。そ
の
所

領
所
帯
は
、
岩
井
郡
骨
寺
村
及
び
瀬
原
村
の
御
堂
出
入
料
田
七
段
と
屋
敷
一

所
、
燈
明
料
屋
敷
四
所
、
他
に
日
供
料

・
箱
拭
料
な
ど
で
あ
つ
た
。
保
延
六
年

(
一
一
四
〇
)
蓮
光
は
こ
れ
を
真
密
房
幸
玄
に
譲
つ
た
が
、
運
光
に
は
親
類
で

同
宿
の
義
城
房
運
心
が
い
た
。
そ
れ
で
幸
玄

一期
の
後
は
こ
れ
を
蓮
心
に
譲
与

す
る
も
の
と
定
め
、
同
職
は
運
心
か
ら
幸
円
に
相
続
さ
れ
た
。
運
心
の
所
帯
に

つ
い
て
は
、
久
寿
元
年

(
一
一
五
四
)
三
月
八
日
の
運
光
譲
状
に
よ
る
と
、
金

色
堂
免
田
三
町

(伊
沢
都
黒
沢
村
)
と
同
供
養
法
田
二
町

(伺
郡
栃
木
郷
)
を

も
譲
与
さ
れ
て
、
金
色
堂
領
も
知
行
相
続
し
た
か
に
見
え
る
が
、
仁
平
四
年
が

久
寿
と
改
元
さ
れ
た
の
は
そ
の
年
の
十
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
文

書
に
は
な
お
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
で
は
金
色
堂
領
に
ま
で
触
れ
な
い
で
お
く
。

 
こ
こ
に
便
宜
、
後
世
天
正
二
十
年

(文
禄
元
年
・
一
五
九
二
)
二
月
二
十
五

日
に
経
蔵
別
当
大
長
寿
院
尊
光
が
書
上
げ
た

「経
蔵
別
当
職
之
事
」
に
そ
の
相

承
系
譜
を
見
る
と
、

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
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5
)
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6
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7
)
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)
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1
)
 

(
12
)

行
円
-
行
栄
-
(
下略
)

と
次
第
す
る
。
し
か
し
、
補
任
状
、
譲
状
等
の
よ
り
信
愚
性
の
高
い
史
料
を
見

る
限
り
、
事
実
は
決
し
て
こ
う
簡
単
明
瞭
に
相
続
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま

ず
、
系
譜
に
い
う
四
代
幸
円
が
経
蔵
別
当
職
を
譲
渡
し
た
の
は
承
元
二
年

二

二
〇
八
)
で
、
こ
れ
を
身

(真
)
弟
子
に
与
え
て
い
る
。
そ
の
譲
状
案
文
に
は

脱
字
が
あ
つ
て
か
弟
子
の
名
を
明
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
尊
光
の
書
上
に
従

つ
て
五
代
永
栄
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
弘
案
三
年

(
一
二
八
〇
)
五
月
二
十
五

日
に
永
栄
が
経
蔵
別
当
職
と
こ
れ
に
付
属
し
た
坊
舎

・
寺
領

・
所
々
免
田
畠

・

屋
敷
等
を
弟
子
朝
賢
に
譲
る
ま
で
、
何
と
七
十
二
年
間
も
在
職
所
有
し
た
こ
と

に
な
る
。
た
し
か
に
永
栄
の
譲
状
に
は

「永
栄
師
資
相
承
之
所
帯
也
」
と
あ
る

が
、
幸
円
の
い
う
身
弟
子
が
即
永
栄
で
あ
つ
た
と
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
。
、他

に
こ
れ
を
傍
証
す
る
も
の
も
な
い
限
り
信
用
し
難
い
。

 
ま
た
、
永
栄
の
弟
子
に
は
朝
賢
の
ほ
か
に
永
朝

・
最
珍

・
宮
内
房
虎
鬼
丸
な

ど
も
い
た
が
、
こ
の
弘
安
三
年
の
譲
状
に
は

「朝
賢
若
不
知
行
事
出
来
者
、
弟

子
永
朝
可
領
知
之
、
但
、
行
朝
出
仕
之
時
者
、
行
朝
可
知
行
也
」
と
あ
つ
て
、

永
栄
と
行
朝
の
関
係
が
注
意
さ
れ
る
。
正
応
四
年

(
一
二
九
一
)
四
月
朝
賢
は

同
別
当
職
を
こ
の
行
朝
に
譲
与
し
て
い
る
が
へ
そ
の
譲
状
に

「右
於
行
朝
阿
闇

梨
者
(
為
伯
父
上
、
年
来
奉
公
師
匠
也
」
と
書
い
て
い
る
。
行
朝
は
朝
賢
の
伯

父
で
あ
り
師
匠
で
も
あ
つ
た
。
ま
た
行
朝
に
つ
い
て
は
、
文
永
九
年

(
一
二
七

二
)
の
関
東
下
知
状
に
、
天
福
二
年

(
一
二
三
四
)
二
月
八
日
父
隆
近
よ
り
小
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山
薬
師

堂
免

田
三
町
を
相
続

し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

つ
ま
り
、
行
朝
は
永
栄

が
朝
賢

に
経
蔵
別
当
職
を
譲
る
四
十

六
年

も
前

に
小
山
薬
師
堂
免

田
三
町
を
父

隆
近

か
ら
相
続
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、

こ

の
弘
安

三
年

の
頃
に
は
す
で
に
相
当

の
高
齢

に
達

し
て

い
た
も

の
と
推
定
さ
れ
、
永

栄
の
譲
状

に
、
朝
賢

に
不
知
行

の
こ
と
出
来

し
た
と
き
は
同
じ
く
弟

子
永
朝

が

こ
れ
を
継

ぐ

も
.
 
の
と

し
な

が

ら
、

「但
、

行
朝
出
仕
之
時
者
、

行
朝
可
知
行
」
と

い
つ
た
意
味
が

理
解

さ

れ

る
。

そ
れ
に
し
て
も
、

こ
れ

か
ら
更
に
十

一
年
後

の
正
応
四
年

に
至

つ
て
、
朝

賢

は
伯
父

で
あ
り
師
匠

で
も
あ

る
行
朝
に
同
職
を
譲

つ
て
い

る
の
で
あ
る
。

も

つ
と
も
行
朝
は
か
な
り

の
老
齢

で
あ

つ
た

と
思

わ
れ
る

か
ら
、

一
旦
同
別
当
職

を
相
続

し
て
開
も
な
く
死
去

し
た
か
、

い
ず
れ
職
を
離
れ
ざ
る
を
得
な

い
状
態

に
な
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
朝
賢
が
ま
た
別
当

に
復
し
た
。

つ
ま
り
朝

賢

の
置
文

に
よ
る
と
、
朝
賢

は
こ
の
後
遠
江
国

の
久
野
四
郎
兵
衛

入
道
某

の
子
息

乙
増
丸

に
師
弟

の
契
約
に
よ
つ
て
同
別
当
職
を
譲

つ
た
。

と
こ
ろ
が

こ
の
乙
増

丸

は

「
を

と
こ
に
な
り

て
、
御
き
た
う
の
仁

二
あ
ら
さ
る
あ

い
た
」
、
こ
れ

を

悔
返
し

て
乾
元
二
年

(
一
三
〇
三
)
閏

四
月
二
十

二

日
、
改

め

て
弟

子

行

盛

に
譲

つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
行

盛

は
延

慶

二

年

(
一
三
〇

九
)
七

月

二

日
、
大
長
寿
院
住
持
職

に
補
任
さ
れ
て

い
る
。

大
長
寿
院
に

つ
い
て
は
、
建

武

元
年

(
一
三
三
四
)
 八
月

の
中
尊
寺
衆

徒
等
申
状
案
文

に

「嘉
承

一
一年

(
一

一

〇

七
)
 三
月
十
五
日
造
立
大
長
寿
院
」
と
あ
り
、

『
吾
妻

鏡
』
文
治

五
年

(
一

一
八
九
)
 九
月
十
七
日
の
条

に
は

「次

二
階
大
堂
号
大
長
寿
院
」

と
記
さ
れ

て

い
て
、
中
尊
寺
山
内
伽
藍

の
中

で
も
最
も
重
要
な
堂
宇

で
あ

つ
た

と
思

わ

れ

る
。
弘
安
二
年
に
永
栄
が
こ
の
境
内

の
四
至
を
定

め
た

こ
と
は
あ
る
が
、

こ
の

延
慶
二
年

の
補
任
状
に
よ
る
と
、
そ

の
住
持
職

は
道
昭

か
ら
頼
潤

に
相
承
さ
れ

て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、

こ
れ
が
衆
徒

中

の
申
立

て

に
よ

つ
て

「別
当
」
(
中
尊

寺
別
当
実
助
力
)

は
頼
潤

の
交
衆

を
停

止
し
て
欠
職

と
し
、
経
蔵
別
当
行
盛

に

宛
行
つ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
経
蔵
別
当
職
と
大
長
寿
院
の
結
び
つ
き

を
明
確
に
認
め
得
る
の
で
あ
る
。

 
更
に
、
系
譜
に
は
行
盛
よ
り
行
賢
、
行
秀
、
行
円
と
次
第
相
続
し
た
か
に
記

録
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
認
め
難
い
。
行
盛
は
正
和
二
年
 
(
一
三
一
三
)
十
二

月
十
八
日
、
弟
子
行
賢
に
経
蔵
別
当
職
に
付
属
す
る
免
田
七
段
の
内
四
段
と
坊

地
等
を
分
割
譲
与
し
た
。
こ
れ
は
先
師
朝
賢
の
遺
言
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
た
と

い
う
。
ま
た
同
日
、
自
分
の
舎
弟
行
秀
に
は
大
長
寿
院
免
田
一
町
一
段
及
び
燈

油
畠
等
と
坊
地
を
譲
つ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
十
二
月
二
十
五
日
に
は
、
甥
の

乙
王
丸
に
経
蔵
別
当
職
、
そ
の
所
領
骨
寺
村

・
坊
地

・
出
入
免
田
の
残
三
段

・

燈
油
畠
、
及
び
大
長
寿
院
修
正
田
一
町

・
同
燈
油
畠

・
愛
染
明
王
免
田
・
塔
免

田
畠
、
更
に
白
山
講
田
等
を
全
て
譲
与
す
る
も
の
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
譲
状

に
よ
る
と
、
乙
王
丸
は
甥
で
あ
る
と
共
に
本
主
故
朝
賢
の

「殊
弟
」
で
あ
り
、

こ
の
相
続
は
朝
賢
の
遺
命
で
あ
る
と
い
い
、
た
だ
、
乙
王
丸
が
成
長
し
て
出
家

受
戒
す
る
ま
で
一
応
自
分
の
舎
弟
行
秀

・
行
円
や
行
勝
に
そ
の
寺
務
所
職
を
任

せ
て
、
乙
王
丸
の
後
見
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
弟
子
行
賢
に
は
所
領

を
分
割
譲
与
し
て
い
る
が
経
蔵
別
当
職
そ
の
も
の
の
相
続
で
は
な
か
つ
た
し
、

舎
弟
行
秀
に
は
大
長
寿
院
住
持
職
に
付
属
す
る
免
田
等
を
譲

つ
た
に
過
ぎ
な

い
。
行
円
が
経
蔵
別
当
職
相
続
の
道
理
も
乙
王
丸
出
家
受
戒
ま
で
の
代
務
と
い

う
こ
と
で
あ
つ
た
。
た
だ
実
際
に
は
そ
の
後
も
行
円
が
在
職
住
持
し
た
ら
し

く
、
乙
王
丸
に
去
渡
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

 
鎌
倉
幕
府
統
治
下
に
お
け
る
中
尊
寺
経
営
の
問
題
を
考
察
す
る
と
き
、
特
に

経
蔵
別
当
職
相
承
の
事
情
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
な
お
明
ら
か
に
し
難
い

点
が
残
る
と
し
て
も
、
近
世
に
書
上
げ
ら
れ
た
系
譜
を
拠
と
す
る
従
来
の
寺
史

は
、
よ
り
史
料
価
値
の
高
い
古
文
書
に
よ
つ
て
少
な
か
ら
ず
書
き
改
め
る
必
要

が
あ
る
。

中
尊
寺
経
蔵
別
当
職
相
伝
系
譜
考

(
佐

々
木
)
 

一
七
九

-686-


